
 

 

キッズルームやまもと 重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  一般社団法人キッズルームやまもと  

事業者の所在地  茨城県土浦市西根南 2 丁目１－２９  

事業者の連絡先  029-842-5732 

代表者氏名  山本  武利  

 

（２）事業所の概要  

種別  小規模保育（Ａ型）  

名称  キッズルームやまもと  

所在地  茨城県土浦市西根南 2 丁目１－２９  

連絡先  

事業所の電話番号   029-842-5732 

事業所のＦＡＸ番号  029-846-5180 

施設長氏名  山本  武利  

開設年月日      2015 年   9 月   1 日  

利用定員  （３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  合計  

5 人  7 人  7 人  19 人  

当園の基本理念・方針  

保育目標及び運営方針  

1，子どもたちの笑い声が聞こえる保育を目指します。  

・少人数体制の役割を大切に、一人ひとりの行動や成長をきめ細か

く見守り、手助けします。  

2，基本的な生活を身につける保育を目指します。   

・子どもたちが遊べる環境を整備し、遊びを中心として、心身とも

自主性、創造性、協調性、行動力、集中力、忍耐力、社会性、思い

やりの心を育て、基本的な躾の保育を進めます。  

3，みんなで育てた野菜を楽しく食べる子を育てます。    

・植物や小動物に触れあい、花や野菜を育て，四季を通して食べ物

の大切さ（食育）健康にも力を入れていきます。    



 

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  256.79 ㎡  

園庭  100 ㎡  

園舎  

構造  木造  2 階建て  

延べ  234.62 ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室  1 室  ひよこ組：０歳児クラス  

ほふく室  1 室   

保育室  2 室  うさぎ組：２歳児クラス  りす組：1 歳児クラス  

 フロアー  1 室   

調理室  1 室   

沐浴室  1 室   

 職員休憩室  1 室   

 事務室  1 室   

 

（５）職員体制（令和 7 年４月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人   人   

副園長  1 人  1 人   人   

主任保育士  1 人  1 人   人   

副主任保育士  1 人  1 人   人   

 保育士  7 人  4 人  3 人   

事務職員  1 人   人  1 人   

管理栄養士  1 人   人  1 人   

 調理師  1 人   人  1 人   

 調理員  2 人   人  2 人   

     

     



 

 

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前 7 時 30 分～午後 18 時 30 分（１１時間）  

保育短時間  午前 8 時 30 分～午後 16 時 30 分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：なし  

夕：18 時 30 分～19 時 00 分  

保育短時間  

朝：なし  

夕：16 時 30 分～19 時 00 分  

開所時間  

月～金曜日  午前 7 時 30 分～午後 19 時 00 分  

土曜日  午前 7 時 30 分～午後 18 時 00 分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

実費徴収  

不足時のオムツ代  （1 枚当たり）  100 円  

日本スポ―ツ振興センター災害

共済保険  

（1 年当たり）  200 円  

その他  

延長保育に係る費用  （1 時間当り）  300 円  

保育料引き落とし手数料  （1 回当たり）  300 円  

 

（８）支払方法  

保育料は口座振替、登録までの期間は銀行振り込み  毎月 12 日引き落とし  

その他は現金にて徴収させていただきます。  

 

 

 

 

 



 

 

（９）提供する小規模保育の内容  

保育園の特徴         

①小規模保育で家庭的な雰囲気を大事にした保育園です。     

定員が 19 名の小規模園なので、全園児の子ども、保護者の名前がお互いにわかり、子

育ての喜びを共感しながら、職員・子ども共、楽しい園生活を送っています。   

②1 階が 0・１歳児 ,2 歳児の保育スペースになっています。      

時間帯にて、1 階をフリースペースにして子どもたちの異年齢交流も、日常的に行って

います。         

③園庭にて遊び、計画的に散歩に行き体力作り・自然とのふれあい等を目的として、戸

外活動を実施しています。戸外活動の際は、職員を増員し安全に十分注意しています  

④年間を通して、食育に力を入れています。        

園庭に畑を設けて、季節の野菜・果物の栽培を行い園児自ら、種をまき収穫をしたもの

を給食に食べ、食べ物の大切さを学んでいます。      

   

 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式、じゃがいも植え  

５月   子どもの日（こいのぼり作成）、さつま芋植え  

６月   陶芸教室、定期健康診断  

７月  七夕祭り（飾りつけ）  

８月  プール遊び、じゃがいも堀り、大根植え付け  

９月  さつま芋掘り、かぼちゃ収穫など、歯科健診  

１０月  スイートポテト作り、陶芸教室、定期健康診断、青空食事会  

１１月   

１２月  クリスマス会、クッキー作り  

１月   

２月  節分、豆まき  

３月  ひな祭り、お別れ会  

 



 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の内定  市の利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

 ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含

む。）  

 保護者から退園の申出があったとき  

 利用継続が不可能であると市が認めたとき  

 その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は午前９時までにお願いします。  

・当日に欠席や登園が遅れることを連絡する場合は、午前８時

３０分までにＩＣＴシステム（専用アプリ）または電話でご連

絡ください。  

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。  

・緊急の場合で、お迎えが遅れたり延長保育を利用したりする

場合には、できるだけ速やかにご連絡ください。  

・熱が３７．５℃ある場合や下痢・嘔吐等の症状がひどい場合

は登園を控えてください。  

・また、登園後に３７．５℃を超えた場合や下痢・嘔吐等の症

状がひどい場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。  

・伝染性の病気の後は、保育園内での感染症の集団発生を予防

するため、お子さんの健康状態が集団生活に適応できる状態

まで回復しているなど、必ず医師の診断（診断書の提出等は不

要です）を得るとともに園の登園規定を満たしてから登園さ

せてください。  

・薬はお子さんを診察した医師が処方し、医師または薬局が調

剤したものに限ります。保護者の個人的な判断で持参した薬

は対応できません。  

 

 

 



 

 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  ゆみこ内科クリニック  

医院長名  齋藤 由美子  

所在地  土浦市田中三丁目 3-4-41 

電話番号  029-821-1180 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  佐藤歯科クリニック  

医院長名  佐藤 辰生  

所在地  土浦市西根西 1-1-1-2F 

電話番号  029-841-7118 

（１４）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  土浦消防署  

所  在  地  土浦市田中町２０８３－１  

電話番号  ０２９－８２１－０１１９  

【管轄する警察署】  

警察署名  土浦警察署  

所  在  地  土浦市立田町１番２０号  

電話番号  ０２９－８２１－０１１０  

（１５）非常災害対策  

防火管理者  山本 武利  

消防計画届出年月日  令和 5 年４月２６日  

避難訓練  避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  第一避難場所、キッズ運動場  第二避難場所、中村小学校  

緊急時の連絡手段  
電話、専用メール、専用ホームページ、アプリのいずれか緊急

時に使用できる手段での情報提供  等  



 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  勢田 由美子  （副）井山 尚美  

相談・苦情解決責任者  山本 武利   

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求

めがあった場合には、必要な改善を行い、市に報告をします。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  賠償責任保険  

保険の内容  共通保険金額補償  

保険金額（身体賠償）  １名につき最大 5,000 万円、１事故につき最大５００万円  

 

（１８）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあり

ません。  

 

（１９）連携施設  

連携施設の名称  
学校法人弘育学園 幼保連携型認定こども園  

中村白百合幼稚園  

連携施設の種類  幼稚園  

連携協力の概要  

■ 保育内容の支援  

■ 給食に関する支援  

■ 野外遊技場の利用に関する支援  

■ 行事への参加に関する支援  

■ 代替保育の提供  

■ 卒園後の受け皿の設定  

■ その他園運営に関する助言等  

 


